
青森県サービス付き高齢者向け住宅登録等事務処理要領 

 

（目的） 

第１条 この要領は、サービス付き高齢者向け住宅の登録等について、高齢者の居住の安

定確保に関する法律（平成 13年法律第 26号。以下「法」という。）、国土交通省・厚生

労働省関係高齢者の居住の安定確保に関する法律施行規則（平成 23年厚生労働省／国

土交通省令第２号。以下「共同省令」という。）等の関係法令に定めるもののほか、県

土整備部建築住宅課（以下「建築住宅課」という。）及び健康医療福祉部高齢福祉保険

課（以下「高齢福祉保険課」という。）が連携して事務を処理する際に必要な事項を定

めるものとする。 

 

（登録申請に係る添付書類） 

第２条 共同省令第７条第１項第６号に規定する都道府県知事が必要と認める書類は、次

のとおりとする。 

 一 入居契約の登録基準適合性に関するチェックリスト 

 二 暴力団排除に係る登録拒否要件の確認情報（役員一覧） 

 三 老人福祉法（昭和 38年法律第 133号）第 29条第１項に規定する有料老人ホームに

該当する場合にあっては、青森県有料老人ホーム設置運営指導指針（平成 24年９月

24日施行）において作成することとされている重要事項説明書 

 

（登録拒否事項に係る照会） 

第３条 法第８条第１項第４号及び第６号から第９号までに掲げる事項に該当するかどう

かの確認をするときは、「サービス付き高齢者向け住宅事業の登録に係る暴力団排除の

推進について」（平成 23年 10月７日付け老高発 1007第１号、国住心第 41号厚生労働

省老健局高齢者支援課長、国土交通省住宅局安心居住推進課長通知）に基づき、建築住

宅課長が照会を行うものとする。 

 

（登録等の通知） 

第４条 法第７条第３項の規定による通知は、第１号様式によるものとする。 

２ 法第７条第５項の規定による通知は、第２号様式によるものとする。 

３ 法第９条第４項（法第 11条第４項において準用する場合を含む。）の規定による通知

は、第３号様式によるものとする。 

４ 法第 11条第４項において準用する場合の通知には、地位の承継の届出の写しを添付

する。 

 

（地位の承継の届出） 

第５条 法第 11条第３項の規定による届出は、第４号様式を参考に行うものとする。 

 

 



（廃業等の届出） 

第６条 法第 12条第１項又は第２項の規定による届出は、第５号様式を参考に行うもの

とする。 

 

（登録の抹消） 

第７条 法第 13条第１項第１号の規定による申請は、第６号様式を参考に行うものとす

る。 

２ 法第 13条第２項の規定による通知は、第７号様式によるものとする。 

 

（報告の徴収、立入検査等） 

第８条 法第 24条の規定による報告の徴収、立入検査等は、建築住宅課及び高齢福祉保

険課が、連携して行うものとする。 

 

（措置の指示） 

第９条 法第 25条の規定による指示は、建築住宅課及び高齢福祉保険課が、連携して行

うものとする。 

 

附 則 

この要領は、令和６年４月１日から施行する。 



第１号様式（第４条第１項関係） 

文 書 番 号 ① 

文 書 番 号 ② 

年 月 日 

 

申 請 者   殿 

 

青森県健康医療福祉部高齢福祉保険課長 印   

 

 

青 森 県 県 土 整 備 部 建 築 住 宅 課 長 印   

 

 

サービス付き高齢者向け住宅の登録について（通知） 

 

   年 月 日付けで申請のあったサービス付き高齢者向け住宅事業登録申請書につい

て、高齢者の居住の安定確保に関する法律（平成 13年法律第 26号）第７条第１項の規定に

基づき下記のとおり登録したので通知します。 

 

記 

 

１ 登 録 年 月 日 

２ 登 録 番 号 

３ サービス付き高齢者向け住宅の名称 

 

４ 登 録 内 容 

別添サービス付き高齢者向け住宅事業登録申請書に記載のとおり 

 

 

 

【担当】 

福祉関係：高齢福祉保険課介護事業者グループ 

Tel：電話番号 

住宅関係：建築住宅課住宅企画グループ 

Tel：電話番号 

 



第２号様式（第４条第２項関係） 

文 書 番 号 ①  

文 書 番 号 ②  

年 月 日 

 

市町村長   殿 

 （福祉行政担当課取扱） 

 （住宅行政担当課取扱） 

 

 

青森県健康医療福祉部高齢福祉保険課長   

青 森 県 県 土 整 備 部 建 築 住 宅 課 長   

（公印省略）        

 

サービス付き高齢者向け住宅の登録について（通知） 

 

   年 月 日付けで申請のあったサービス付き高齢者向け住宅事業登録申請書につい

て、高齢者の居住の安定確保に関する法律（平成 13年法律第 26号）第７条第１項の規定

に基づき下記のとおり登録したので通知します。 

 

記 

 

１ 登 録 年 月 日 

２ 登 録 番 号 

３ サービス付き高齢者向け住宅の名称 

 

 

 

 

 

【担当】 

福祉関係：高齢福祉保険課介護事業者グループ 

Tel：電話番号 

住宅関係：建築住宅課住宅企画グループ 

Tel：電話番号 

 



第３号様式（第４条第３項関係） 

文 書 番 号 ①  

文 書 番 号 ②  

年 月 日 

 

市町村長   殿 

 （福祉行政担当課取扱） 

 （住宅行政担当課取扱） 

 

 

青森県健康医療福祉部高齢福祉保険課長   

青 森 県 県 土 整 備 部 建 築 住 宅 課 長   

（公印省略）       

 

サービス付き高齢者向け住宅の変更の登録について（通知） 

 

 このことについて、下記のとおり変更の登録をしたので、高齢者の居住の安定確保に関

する法律（平成 13年法律第 26号）第９条第４項の規定に基づき通知します。 

 

記 

 

１ 登 録 番 号 

 

２ サービス付き高齢者向け住宅の名称 

 

３ 変更内容 

 

 

 

 

【担当】 

福祉関係：高齢福祉保険課介護事業者グループ 

Tel：電話番号 

住宅関係：建築住宅課住宅企画グループ 

Tel：電話番号 

 



第４号様式（第５条関係） 

  年  月  日 

青森県知事 殿 

 

＜届出者（地位承継者）＞ 

住所 

氏名 

 

 

サービス付き高齢者向け住宅事業に係る地位の承継届出書 

 

 

 サービス付き高齢者向け住宅事業に係る地位を承継したので、高齢者の居住の安定確保

に関する法律（平成13年法律第26号）第11条第３項の規定に基づき、下記のとおり届け出

ます。 

 

記 

 

住 宅 の 名 称   

住 宅 の 所 在 地   

登 録 番 号 第     号 

地位承継年月日     年  月  日 

地位承継の理由 

（いずれかに○） 

１．登録事業の譲渡 

２．相続 

３．合併 

４．分割 

５．その他（                     ） 

備考 

１．地位承継者が法人である場合には、代表者名も記載すること 

２．登録事項等の変更届出書および地位の承継を示す書類を添付すること 



第５号様式（第６条関係） 

  年  月  日 

青森県知事  殿 

＜届出者（登録事業者又は破産管財人）＞ 

住所 

氏名 

 

 

サービス付き高齢者向け住宅事業の廃業等届出書 

 

 

 高齢者の居住の安定確保に関する法律（平成13年法律第26号）第12条第１項又は第２項

の規定により、サービス付き高齢者向け住宅事業の廃業等を下記のとおり届け出ます。 

 

記 

 

届 出 内 容 

（いずれかに○） 

 １．事業の廃止 

 ２．合併および破産手続開始の決定以外の理由による解散 

 ３．破産手続開始の決定 

届 出 内 容 に 

該 当 す る 日 
    年  月  日 

登録住宅の位置  

登録住宅の名称  

登 録 年 月 日     年  月  日 

登 録 番 号 第     号 

備考 

１．届出者が法人である場合には、代表者名も記載すること 

２．廃業等の内容がわかる書類を添付すること 



第６号（第７条第１項関係） 

  年  月  日 

青森県知事  殿 

＜申請者（登録事業者）＞ 

住所 

氏名 

 

 

サービス付き高齢者向け住宅事業の登録抹消申請書 

 

 

 高齢者の居住の安定確保に関する法律（平成13年法律第26号）第13条第１項第１号の規

定により、サービス付き高齢者向け住宅事業について登録の抹消を申請します。 

 

 

記 

 

 

登録住宅の位置   

登録住宅の名称   

登 録 年 月 日     年  月  日 

登 録 番 号 第     号 

理 由 

 

 

 

 

 

 

 

 

備考 

１．申請者が法人である場合には、代表者名も記載すること 



第７号様式（第７条第２項関係） 

文 書 番 号 ① 

文 書 番 号 ② 

年 月 日 

 

市町村長   殿 

 （福祉行政担当課取扱） 

 （住宅行政担当課取扱） 

 

 

青森県健康医療福祉部高齢福祉保険課長   

青 森 県 県 土 整 備 部 建 築 住 宅 課 長   

（公印省略）        

 

サービス付き高齢者向け住宅の登録の抹消について（通知） 

 

 このことについて、下記のとおり変更を抹消したので、高齢者の居住の安定確保に関す

る法律（平成 13年法律第 26号）第 13条第２項の規定に基づき通知します。 

 

記 

 

１ 登録抹消年月日 

２ 登 録 番 号 

３ サービス付き高齢者向け住宅の名称 

 

４ 理由 

 

 

 

 

【担当】 

福祉関係：高齢福祉保険課介護事業者グループ 

Tel：電話番号 

住宅関係：建築住宅課住宅企画グループ 

Tel：電話番号 

 


